
議員提出議案第３号 

 

三豊市議会委員会条例の一部改正について 

 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び三豊市議会会議規則 

第１４条第１項の規定により提出する。 
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（別紙） 

 

三豊市条例第 号 

 

   三豊市議会委員会条例の一部を改正する条例（案） 

 

 三豊市議会委員会条例（平成18年三豊市条例第256号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改正後 改正前 

(常任委員会の所属、常任委員会の名称、委員定

数及びその所管) 

(常任委員会の所属、常任委員会の名称、委員定

数及びその所管) 

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるも

のとする。 

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるも

のとする。 

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次

のとおりとする。 

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次

のとおりとする。 

⑴ 総務常任委員会 7人 ⑴ 総務常任委員会 8人 

ア 総務部の所管に属する事項 ア 総務部の所管に属する事項 

イ 政策部の所管に属する事項 イ 政策部の所管に属する事項 

ウ 議会及び会計課の所管に属する事項 ウ 議会及び会計課の所管に属する事項 

エ 他の常任委員会の所管に属さない事項 エ 他の常任委員会の所管に属さない事項 

⑵ 市民建設常任委員会 6人 

 ア 市民環境部の所管に属する事項 

イ 農政部の所管に属する事項 

ウ 建設部の所管に属する事項 

エ 農業委員会の所管に属する事項 

⑵ 市民建設常任委員会 7人 

 ア 市民環境部の所管に属する事項 

イ 農政部の所管に属する事項 

ウ 建設部の所管に属する事項 

エ 農業委員会の所管に属する事項 

⑶ 教育民生常任委員会 7人 ⑶ 教育民生常任委員会 7人 

ア 健康福祉部の所管に属する事項 ア 健康福祉部の所管に属する事項 

イ 市立病院の所管に属する事項 イ 市立病院の所管に属する事項 

ウ 教育委員会の所管に属する事項 ウ 教育委員会の所管に属する事項 
  

   附 則 

 この条例は、令和８年２月１２日から施行する。 

 


